
国
第５次

（Ｒ２年度～）

福岡県
第５次

（Ｒ３年度～）

福岡市
第４次

（Ｒ３年度～）

１　企業・地域等の方針
決定過程への女性の参画
拡大

Ⅲ）地域における男女
共同参画の推進

Ⅰー３）地域・家庭・
社会活動における男女
共同参画の推進

Ⅴー２）地域活動の方
針決定過程への女性の
参画推進

２　市の方針決定過程へ
の女性の参画拡大

Ⅰ） 政策・方針決定過
程への女性の参画拡大

Ⅰー４）様々な政策・
方針決定過程への女性
の参画推進

Ⅴー１）地域活動の方
針決定過程への女性の
参画促進

１　女性の就業・起業支
援

Ⅱ）雇用等における男
女共同参画の推進と仕
事と生活の調和

Ⅰー１）働く場におけ
る女性の活躍推進

Ⅳー２）女性の就業・
起業支援

２　企業における女性活
躍の推進

Ⅰー１）働く場におけ
る女性の活躍推進

Ⅳー１）働く場におけ
る女性活躍推進の支援

１　男女が共に仕事と生
活を両立できる社会の実
現

Ⅰー２）働き方改革、
仕事と生活の両立

Ⅲー１）仕事と生活の
調和（ワーク・ライ
フ・バランス）の推進

２　多様なライフスタイ
ルに対応した子育てや介
護等の支援の充実

Ⅸ）各種制度等の整備 Ⅲー２）子育て・介護
支援の充実

１　男女共同参画社会の
実現に向けた理解の推進

Ⅲ）地域における男女
共同参画の推進
Ⅺ）男女共同参画に関
する国際的な協調及び
貢献

Ⅲー１）男女共同参画
社会の実現に向けた男
女双方の意識改革

Ⅰー２）男女共同参画
推進センター等からの
啓発・学習の全市的展
開
Ⅰー３）地域における
男女共同参画意識の浸
透と活動支援
Ⅰー５）国際理解・交
流の推進

２　男性にとっての男女
共同参画の推進

Ⅰー３）地域・家庭・
社会活動における男女
共同参画の推進

Ⅲー１）仕事と生活の
調和（ワーク・ライ
フ・バランス）の推進

３　子どもの頃からの男
女共同参画の理解の促進

Ⅹ）教育・メディア等
を通じた男女双方の意
識改革、理解の促進

Ⅲー２）学校教育にお
ける男女共同参画の推
進

Ⅰー１）男女平等教育
の推進

４　防災における男女共
同参画の推進

Ⅷ）防災・復興・環境
問題における男女共同
参画の推進

Ⅱー４）防災・復興に
おける男女共同参画の
推進

Ⅰー４）男女共同参画
の視点に立った地域防
災の推進

１　女性に対する暴力の
防止及び被害者の支援
　　（ＤＶ対策基本計
画）

Ⅴ）女性に対するあら
ゆる暴力の根絶

Ⅱー１）人権を侵害す
る暴力の根絶

Ⅱー１）配偶者等から
の暴力被害者の支援及
び暴力の未然防止

２　ハラスメント及び性
犯罪等の防止

Ⅱー２）セクシャル・
ハラスメント等及び性
犯罪の防止

３　生涯を通じた女性の
健康支援

Ⅶ）生涯を通じた健康
支援

Ⅱー３）生涯を通じた
男女の健康支援

Ⅱー３）生涯にわたる
健康支援

４　困難を抱えた女性等
が安心して暮らせる支援

Ⅵ）男女共同参画の視
点に立った貧困等生活
上の困難に対する支援
と多様性を尊重する環
境の整備

Ⅱー２）生活上の困難
や人権課題に直面した
女性等への支援

Ⅱー５）貧困、高齢、
障がい等により困難を
抱えた女性等が安心し
て暮らせる環境の整備

そ
の
他

―

Ⅳ）科学技術・学術にお
ける男女共同参画の推
進

Ⅱー４）性の多様性が尊
重される環境づくり

計
画
の
柱

男女共同参画基本計画の方向の比較

Ⅰ
あらゆる分野の
方針決定への女
性の参画拡大

北九州市
第４次

（Ｒ１年度～）

Ⅱ
女性が活躍しや
すい経済社会の
実現

Ⅲ
仕事と生活の調
和（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗ
ﾝｽ）の推進

Ⅳ
男女共同参画意
識が浸透した社
会の実現

Ⅴ
女性に対する暴
力の根絶など安
心して暮らせる
社会の実現

資料６



川崎市
第５期

（R4年度～7年）

堺市
第５期

（R4年度～8年）

岡山市
第５次

（R4年度～8年）

大阪市
第３次

（R3年度～7年）

名古屋市
（R3年度～7年）

京都市
第５次

（R3年度～7年）

横浜市
第５次

（R3年度～7年）

神戸市
第５次

（R3年度～7年）

仙台市
第5次

（R3年度～7年）

広島市
第３次

（R3年度～7年）

新潟市
第４次

（R3年度～7年）

１　企業・地域等の方
針決定過程への女性の
参画拡大

Ⅲ）政策・方針の立案
及び決定への女性の参
画拡大

Ⅰー１）意思決定過程
への女性の参画推進
Ⅲー５）地域活動にお
ける男女共同参画の推
進

Ⅸ）政策・方針決定過
程への女性登用と参画
拡大

Ⅱ）地域における女性
の参画拡大

⑬地域社会における女
性の方針決定過程への
参画拡大
⑭企業における女性の
方針決定過程への参画
拡大

Ⅱ）女性活躍の推進 Ⅰ）働きたい・働き続
けたい女性の活躍推進

Ⅰー１）政策・方針決
定過程への女性の参画
拡大

Ⅱ）政策・方針決定過
程への女性の参画

Ⅰー２）市の関係団体
などにおける方針決定
過程等への女性の参画
の推進

Ⅱー２）企業・団体・
地域等における女性の
登用促進

２　市の方針決定過程
への女性の参画拡大

Ⅱ）男女共同参画の視
点に立った施策の推進

Ⅰー１）意思決定過程
への女性の参画推進

Ⅸ）政策・方針決定過
程への女性登用と参画
拡大

Ⅻ）市政等における女
性の方針決定過程への
登用推進

Ⅱ）女性活躍の推進 Ⅲ）市役所における女
性活躍・男女共同参画
と働き方改革

Ⅳー１）市政全般への
男女共同参画・女性活
躍の視点の浸透

Ⅱ）政策・方針決定過
程への女性の参画

Ⅰー１）市の政策・方
針決定過程への女性の
参画の拡大

Ⅱー１）市の政策・方
針決定過程への女性の
参画の拡充

１　女性の就業・起業
支援

Ⅳ）働く女性・働きたい女
性へのキャリア形成支援

Ⅰー３）女性の就業機
会の拡大

Ⅷ）働く場における女
性活躍の推進

Ⅰ）雇用等における女
性の活躍推進とワー
ク・ライフ・バランス

⑯働く場における女性
の活躍推進

Ⅱ）女性活躍の推進 Ⅰ）働きたい・働き続
けたい女性の活躍推進

Ⅰー２）働きたい女
性・働き続けたい女性
への支援の充実

Ⅰ）あらゆる分野にお
ける女性の多様な力の
発揮

Ⅱー５）多様な就業
ニーズを踏まえた就業
支援の推進

Ⅲー１）雇用の分野に
おける男女の均等な機
会と待遇の確保

２　企業における女性
活躍の推進

Ⅶ）女性活躍や働き方改
革に向けた企業の取組の
推進

Ⅰー２）女性の活躍を
支える環境の整備

Ⅷ）働く場における女
性活躍の推進

Ⅰ）雇用等における女
性の活躍推進とワー
ク・ライフ・バランス

⑮雇用主及び労働者
（管理職・従業員等）
への男女平等に向けた
啓発

Ⅱ）女性活躍の推進 Ⅰー１）政策・方針決
定過程への女性の参画
拡大

Ⅰ）あらゆる分野にお
ける女性の多様な力の
発揮

Ⅱー６）女性の参画が
少ない分野における男
女共同参画の推進

Ⅲー３）女性の個性と
能力の発揮への支援

１　男女が共に仕事と
生活を両立できる社会
の実現

Ⅴ）男女の仕事と生活の
調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の実現に向けた環
境づくり

Ⅰー４）ワーク・ライ
フ・バランスの推進

Ⅶ）ワーク・ライフ・
バランスの推進

⑰ワーク・ライフ・バ
ランス（仕事と生活の
調和）の実現に向けた
家庭生活への支援

Ⅰ）仕事と生活の調和
と、男性の家庭生活へ
の参画推進

Ⅱ）誰もが働きやすい
職場づくりや社会環境
づくり

Ⅱー２）ワーク・ライ
フ・バランスの実現、
多様で柔軟な働き方の
推進

Ⅲ）仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バ
ランス）の実現

Ⅱー２）職業生活と家庭
生活の両立に向けた職
場環境の整備

Ⅳー１）仕事と生活の
調和に向けた意識の啓
発

２　多様なライフスタ
イルに対応した子育て
や介護等の支援の充実

Ⅵ）家庭生活への男性の
参画推進

Ⅰー５）育児・子育
て・介護支援の充実

Ⅶ）ワーク・ライフ・
バランスの推進

Ⅵ）男女の多様な選択
を可能にする育児・介
護の支援基盤の整備

⑱仕事と子育て・介護
との両立支援に向けた
事業者への支援

Ⅰ）仕事と生活の調和
と、男性の家庭生活へ
の参画推進

Ⅱー１）仕事と子育て
等の両立支援の充実

Ⅲ）仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バ
ランス）の実現

Ⅱー４）子育てや介護等
の支援の充実

Ⅳー２）多様なライフ
スタイルに対応した子
育てや介護等に関する
支援

１　男女共同参画社会
の実現に向けた理解の
推進

Ⅰ）男女共同参画の理
解の推進

Ⅲー４）年齢や性別、
障がいの有無、国籍、
文化等の違いなど多様
性の尊重と理解の促
進・支援

Ⅰ）男女共同参画につ
いての理解の促進

Ⅶ）男女共同参画を推
進する教育・啓発の充
実
Ⅸ）国際社会と協調し
た多様性に富んだ取組
の推進

Ⅷ）性別による固定的
な役割分担意識の解消
に向けた啓発
Ⅹ）地域・家庭におけ
る男女平等参画に向け
た学習の推進
⑳地域活動における男
女平等参画の推進

Ⅵ）人権尊重に向けた
広報・啓発及び教育

Ⅶ）男女共同参画を推
進する学びと協働の充
実

Ⅱー１）働く場におけ
る男女共同参画の推進

Ⅰー１）男女共同参画
推進のための意識啓発

２　男性にとっての男
女共同参画の推進

Ⅰ）男女共同参画の理
解の推進

Ⅰー４）ワーク・ライ
フ・バランスの推進
Ⅱー２）男性の意識改
革の推進
Ⅲー３）男性にとって
の男女共同参画

Ⅱ）固定的な性別役割
分担意識の解消

⑲男性の家事・育児・
介護等への参画促進

Ⅰ）仕事と生活の調和
と、男性の家庭生活へ
の参画推進

Ⅷ）男性の働き方改革
と家事・育児・介護へ
の参画推進

Ⅱー３）男性が家事・
育児・介護など家庭で
の責任を主体的に担う
ための取り組みの推進

Ⅵ）男性による男女共
同参画の推進

Ⅱー３）男性にとって
の男女共同参画の推進

Ⅰー３）男女共同参画
に関する男性の理解の
促進

３　子どもの頃からの
男女共同参画の理解の
促進

Ⅰ）男女共同参画の理
解の推進

Ⅱー１）子どもの頃か
らのジェンダー平等教
育の推進

Ⅰ）男女共同参画につ
いての理解の促進

Ⅶ）男女共同参画を推
進する教育・啓発の充
実

Ⅸ）学校等における男
女平等参画に向けた教
育・学習の推進

Ⅵ）人権尊重に向けた
広報・啓発及び教育

Ⅸ）地域・教育におけ
る男女共同参画の推進

Ⅳー３）男女共同参画
の視点に立つ学校教
育・生涯にわたる学習
機会の充実

Ⅲ）仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バ
ランス）の実現

Ⅴー４）子どもの頃か
らの男女共同参画を推
進する教育の充実

Ⅰー１）男女共同参画
推進のための意識啓発

４　防災における男女
共同参画の推進

Ⅸ）地域活動における
男女共同参画の推進

Ⅲー６）防災における
男女共同参画の推進

Ⅴ）災害対応における
男女共同参画の促進

Ⅷ）防災・復興におけ
る男女共同参画の推進

㉒防災における男女平
等参画の促進

Ⅲ）男女共同参画の視
点での「市民力、地域
力」の向上

Ⅲー７）防災の分野で
の男女共同参画の推進

Ⅰ）あらゆる分野にお
ける女性の多様な力の
発揮

Ⅰー３）防災・復興に
おける女性の参画の拡
大

Ⅱー３）防災における
男女共同参画の推進

１　女性に対する暴力
の防止及び被害者の支
援
　　（ＤＶ対策基本計
画）

Ⅷ）女性に対するあら
ゆる暴力の防止と被害
者への支援

Ⅳー１）暴力を許さな
い意識の醸成
Ⅳー４）被害者の自立
支援と生活支援

Ⅵ）DVや性暴力・性犯
罪の防止と被害者支援

Ⅲ）女性に対するあら
ゆる暴力の根絶

Ⅱ）配偶者や交際相手
からの暴力の予防啓発
Ⅲ）配偶者や交際相手
からの暴力の被害者支
援

Ⅳ）DV対策の強化とあ
らゆる暴力の根絶

Ⅳ）DV防止とあらゆる
暴力の根絶

Ⅲー１）DVのさらなる
予防啓発と被害者に寄
り添った着実な支援
Ⅲー２）人権の尊重

Ⅳ）配偶者等からの暴
力（DV）や性暴力の根
絶、性と健康への理解
と支援の促進

Ⅳー１）女性に対する
あらゆる暴力の根絶の
ための認識の徹底と対
応
Ⅳー２）配偶者等から
の暴力の防止と被害者
への支援の充実

Ⅵー１）DVの根絶とDV
被害者への総合的な支
援体制づくり

２　ハラスメント及び
性犯罪等の防止

Ⅳー６）セクシャル・
ハラスメントの防止
Ⅳー７）性暴力対策の
推進

Ⅵ）DVや性暴力・性犯
罪の防止と被害者支援

Ⅳ）DV対策の強化とあ
らゆる暴力の根絶

Ⅳ）配偶者等からの暴
力（DV）や性暴力の根
絶、性と健康への理解
と支援の促進

Ⅳー３）セクシャル・
ハラスメントの防止と
被害者への支援の充実
Ⅳー４）女性や子ども
に対する性犯罪・性暴
力、売買春などの根絶
に向けた対策の推進

Ⅵー２）セクシャル・
ハラスメント、女性に
対する暴力防止対策の
推進
Ⅳー３）ハラスメント
のない職場の実現

３　生涯を通じた女性
の健康支援

Ⅺ）生涯を通じた健康
支援

Ⅲー１）生涯にわたる
健康支援

Ⅲ）生涯を通じた健康
支援

Ⅳ）生涯を通じた健康
支援

Ⅳ）性と生殖に関する
健康と権利（リプロダ
クティブ・ヘルツ／ラ
イツ）の尊重と生涯を
通じた女性の健康支援

Ⅶ）性に関する理解・
尊重と、心と体の健康
づくり

Ⅵ）ライフステージに
応じた女性の健康支援

Ⅲー５）生涯を通じた
女性等の健康保持・増
進

Ⅳ）配偶者等からの暴
力（DV）や性暴力の根
絶、性と健康への理解
と支援の促進

Ⅲー２）生涯を通じた
男女の健康の保持増進
対策の推進

Ⅴー２）生涯を通じた
健康づくりの支援

４　困難を抱えた女性
等が安心して暮らせる
支援

Ⅹ）男女共同参画の視
点に立った貧困など複
合的な困難に対する支
援

Ⅲー２）女性や子ど
も、高齢者等が自立と
安定した生活を送るた
めの支援

Ⅳ）困難を抱える女性
への支援

Ⅴ）生活上の困難に直
面するあらゆる女性等
が安心して暮らせるた
めの支援

Ⅵ）様々な困難を抱え
る人々（貧困、ひとり
親、障がい、同和問題
（部落差別）、外国人
等）への支援

Ⅴ）さまざまな困難を
抱える方への支援

Ⅴ）困難を抱えた女性
への自立支援

Ⅲー３）貧困など生活
上の困難への支援

Ⅴ）貧困などの困難に
対する支援と障害の有
無や性のあり方など一
人ひとりの多様性の尊
重を通じた地域共生社
会づくり

Ⅲー１）生活上の困難
に対する支援と多様性
を尊重する環境の整備

Ⅵー３）貧困等生活上
の困難を抱える女性へ
の支援

そ
の
他

Ⅱー３）広報・啓発に
よる理解の促進
Ⅳー２）相談体制の整
備及び連携体制の構築
Ⅳー３）被害者の安全
確保の徹底
Ⅳー５）子どもへの虐
待防止

Ⅰ）性別にかかわる人
権侵害の解消に向けた
啓発
Ⅴ）メディア社会にお
ける性別にかかわる人
権侵害の解消に向けた
啓発
Ⅶ）多様な生き方（ひ
とり親、事実婚、単身
世帯、性的少数者（セ
クシャル・マイノリ
ティ）等）への理解促
進
Ⅺ）男女平等参画推進
のための調査研究及び
情報収集・提供
㉑高齢期における男女
の就業・社会参画支援

Ⅶ）多様な性のあり方
への支援と理解の促進
Ⅹ）広報・啓発による
意識改革と機運醸成

Ⅰー３）雇用の分野に
おける男女の均等な機
会と待遇の確保及び各
種ハラスメントの防止
Ⅲー４）高齢者、障が
い者、外国人への支援
Ⅲー６）妊娠・出産な
どに関する健康支援・
啓発教育
Ⅳー２）広報・啓発に
よる理解の促進
Ⅳー４）国際社会と協
調した取り組みへの理
解の促進

Ⅲー３）性と生殖に関
する健康と権利の浸透
Ⅴー１）互いの人権を
尊重し合う教育や啓発
の促進
Ⅴー２）男女共同参画
推進拠点施設における
取組の推進
Ⅴー３）男女共同参画
の視点からの広報・啓
発活動の推進
Ⅴー５）平和の発信と
国際理解・国際協力の
推進

Ⅰー２）社会制度・慣
行等の見直しと意識の
改革
Ⅲー２）男女共同参画
を推進する企業への支
援
Ⅴー１）性を理解・尊
重するための啓発活動
の推進

男女共同参画基本計画の方向の比較

計
画
の
柱

Ⅰ
あらゆる分野の方針決
定への女性の参画拡大

Ⅳ
男女共同参画意識が浸
透した社会の実現

Ⅴ
女性に対する暴力の根
絶など安心して暮らせ
る社会の実現

北九州市
（R１年度～）

Ⅱ
女性が活躍しやすい経
済社会の実現

Ⅲ
仕事と生活の調和（ﾜｰ
ｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ）の推進
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相模原市
第３次

（R2年度～9年）

さいたま市
第４次

（R１年～5年）

熊本市
第２次

（R１年度～8年）

札幌市
第4次

（H30年度～4年）

浜松市
第３次

（H30年度～R6年）

千葉市
第４次

（H28年度～4年）

静岡市
第３次

（H27年度～4年）

Ⅰー１）多様な価値観
の反映による男女共同
参画の推進

Ⅲー２）あらゆる分野
における女性の参画の
拡大
Ⅴー１）働く場におけ
る男女の均等待遇の推
進

Ⅵ）政策・方針決定過
程への女性の参画促進

Ⅰー５）地域における
男女共同参画の推進

Ⅳ）政策・方針決定過
程への女性の参画拡大

Ⅳー３）男女がともに担う
地域社会づくり

Ⅳ）政策・方針決定の
場への女性の参画拡大
と女性の活躍の推進

Ⅲー１）政策・方針決
定過程への女性の参画
の拡大

Ⅶ）市役所における男
女共同参画の推進

Ⅰー１）政策・方針決定過程
等への女性の参画拡大

Ⅲー１）政策・方針決
定過程への女性の参画
の拡大

Ⅳ）政策・方針決定の
場への女性の参画拡大
と女性の活躍の推進

Ⅴー２）女性の経済的
自立に向けた取組の推
進

Ⅷ）女性の起業・就業
支援

Ⅱー２）女性の経済的
自立の推進

Ⅱ）労働の場における
女性活躍の推進

Ⅲー３）自営の商工業や
農林水産業の分野等に
おける男女共同参画の
推進

Ⅳ）政策・方針決定の
場への女性の参画拡大
と女性の活躍の推進

Ⅳー１）民間における
女性のキャリア形成の
支援

Ⅸ）女性のキャリア
アップ支援

Ⅱー３）女性の活躍に
取り組む企業への支援

Ⅲー１）政策・方針決定過
程への女性の参画の拡
大

Ⅳ）政策・方針決定の
場への女性の参画拡大
と女性の活躍の推進

Ⅳー２）男女がともに働き
やすい環境づくり

Ⅳー１）仕事と生活の
調和（ワーク・ライ
フ・バランス）の推進

Ⅺ）事業者と連携した
ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進

Ⅱー１）雇用等におけ
る男女共同参画を推進
するための環境整備

Ⅰ）仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バ
ランス）の推進

Ⅳー１）仕事と生活の調
和（ワーク・ライフ・バラン
ス）の推進

Ⅵ）労働の場における
男女共同参画の確立と
ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進

Ⅳー３）仕事と生活の調
和（ワーク・ライフ・バラン
ス）の推進

Ⅳー２）多様なライフ
スタイルに対応した子
育て・介護者支援策の
充実

Ⅹ）多様な働き方への
理解を促す情報の提供
Ⅺ）子育て・介護に関
する支援

Ⅰー３）男女が共に子
育てや介護ができる環
境の整備

Ⅰ）仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バ
ランス）の推進

Ⅳー２）男女がともに担う
家庭生活づくり

Ⅶ）男女がともに子育
てや介護に携わること
ができる環境の整備

Ⅲー４）男女共同参画
の視点に立った社会慣
行の見直しと意識の改
革

Ⅱー１）男女共同参画
の視点に立った社会制
度・慣行の見直し

Ⅱ）男女共同参画への
理解を広げる啓発・学
習の充実

Ⅰー２）男女共同参画
の視点に立った意識改
革

Ⅴ）学校、地域におけ
る男女共同参画の推進
と国際的理解

Ⅰー３）男女共同参画
を推進する民間団体と
の連携と支援

Ⅰ）男女共同参画の視
点に立った社会制度・
慣行の見直し

Ⅱー２）男性にとって
の男女共同参画の推進
Ⅳー３）男性の家庭生
活・地域活動への参画
の推進

⑬家庭生活等仕事以外
の生活への男性の参画
支援

Ⅰー２）男女共同参画
の視点に立った意識改
革

Ⅰ）仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バ
ランス）の推進

Ⅳー２）男女がともに
担う家庭生活づくり

Ⅲ）男性にとっての男
女共同参画の推進

Ⅲー５）教育・学習の
場における男女の人権
尊重と男女平等の推進

Ⅱー３）男女共同参画
を推進する教育・学習
の充実

Ⅰ）児童・生徒の男女
共同参画の意識を育む
教育・学習の充実

Ⅴー２）男女共同参画
の学習の推進

Ⅴ）学校、地域におけ
る男女共同参画の推進
と国際的理解

Ⅰー１）男女の個性と
能力を伸ばす学校教育
の推進

Ⅱ）人権を尊重する教
育の充実と国際理解の
推進

Ⅰー１）多様な価値観
の反映による男女共同
参画の推進

Ⅵー４）男女共同参画
の視点に立った防災分
野における取組の推進

Ⅳ）男女共同参画の視
点に基づく地域防災の
推進と復興体制の確立

Ⅴ）学校、地域におけ
る男女共同参画の推進
と国際的理解

Ⅳー４）男女共同参画
の視点に立った防災体
制の確立

Ⅴ地域における男女共
同参画の推進

Ⅴー１）DVに関する相
談及び保護体制の充実
Ⅴー３）DV根絶に向け
た取組の推進

Ⅶー１）女性に対する
あらゆる暴力の根絶
Ⅶー２）ドメスティッ
ク・バイオレンス防止
対策と被害者の自立支
援

⑱DV相談体制の強化と
被害者の自立支援

Ⅳー１）暴力を許さな
い社会づくりの推進
Ⅳー２）DVに関する総
合的な支援体制の強化

Ⅶ）女性に対するあら
ゆる暴力の根絶

Ⅱー１）配偶者からの
暴力の防止と被害への
対応

Ⅸ男女間のあらゆる暴
力の根絶

Ⅶー１）女性に対する
あらゆる暴力の根絶

⑰暴力（DV・セクハラ
等）を許さない基盤づ
くり

Ⅱー２）セクシュア
ル・ハラスメントや性
犯罪等の防止と被害へ
の対応

Ⅸ男女間のあらゆる暴
力の根絶

Ⅱー３）生涯を通じた
健康保持増進への支援

Ⅵー３）性に関する理
解・尊重の取組の推進
と生涯にわたる健康づ
くり

⑯生涯を通じ健康であ
るための支援

Ⅲー１）生涯を通じた
男女の健康支援

Ⅲ）生涯にわたる男女
のこころと体の健康支
援

Ⅴー４）生涯にわたる
健康を支援する医療の
充実

Ⅹ）生涯を通じた男女
の健康支援

Ⅱー２）誰もがいきい
きと暮らせる環境づく
り
Ⅴー２）関係機関・団
体との連携・協力及び
自立支援の充実

Ⅵー１）困難を抱えた
親子等が安心して暮ら
せる環境の整備

⑭貧困、高齢、障がい
等により困難を抱えた
女性等が安心して暮ら
せる環境の整備

Ⅵ）生活に困難を抱え
る男女への支援

Ⅳー５）ひとり親家庭
等への支援

Ⅷ）生活上様々な困難
えお抱える人が安心し
て暮らせる環境の整備

Ⅰー１）人権尊重・男
女平等意識の啓発と調
査・研究
Ⅰー２）男女平等の国
際的規範・基準の取り
入れと周知
Ⅰー３）市民・事業者
との連携の推進
Ⅰー４）男女共同参画
推進センター機能の充
実
Ⅱー４）メディアにお
ける男女共同参画の推
進
Ⅵー２）高齢者、障害
者、性的少数者（性的
マイノリティ）、外国
人等が安心して暮らせ
る環境の整備

Ⅲ）地域における男女
共同参画の推進
Ⅴ）男女共同参画セン
ターはあもにいの機能
充実
⑮性的マイノリティへ
の支援・社会参画促進

Ⅰー４）国際社会と連
動した女性への支援
Ⅲー２）多様な性のあ
り方への理解の促進と
支援
Ⅳー３）DV被害者の安
全確保の徹底と自立生
活再建のための支援体
制の整備
Ⅳー４）性暴力に関す
る啓発と被害者の支援
Ⅴー３）男女共同参画
の活動拠点の充実

Ⅰー２）家庭や地域に
おける学習機会の充実
Ⅱー３）国際的な視点
に立った相互理解と連
携の推進
Ⅲー２）雇用の分野に
おける男女共同参画の
推進
Ⅴー１）性や健康への
理解の推進と健康づく
り
Ⅴー２）LGBT（性的少
数者）への理解促進と
支援
Ⅴー３）妊娠・出産期
の父母への支援
Ⅴー５）高齢者や障害
者の自立支援と社会参
加

資料６


